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諮問第６４６号 

 

次期感染症サーベイランスシステムの電気通信回線による接続について（諮問） 

 

感染症の感染拡大に対応するため、下記のとおり電子計算機の電気通信回線による接続

をしたいので、枚方市個人情報保護条例第１３条ただし書の規定により諮問します。 

 

記 

１ 目 的 

現在、感染症に関する情報を管理し、国等へ報告するシステムとして、厚生労働省が

構築した感染症サーベイランスシステム(NESID)を利用しており、当該システムに係る

電子計算機の接続については、平成２６年（２０１４年）２月１８日付け諮問第４４２

号により貴審議会に諮問し、異論はない旨の答申を得ています。 

しかし、当該システムでは新型コロナウイルス感染症に関する情報の管理に多くの課

題があったため、新型コロナウイルス感染症については、全国の情報を一元的に収集・

共有するために厚生労働省が構築したシステムである HER-SYS を利用しており、その

電子計算機の接続については、令和２年（２０２０年）７月１６日付け諮問第６２２号

により貴審議会に諮問し、異論はない旨の答申を得ています。 

今般、厚生労働省が、２つのシステムを一本化し、全ての感染症の感染者等に関する

全国の情報を一元的に収集・共有し、保健所等における業務効率の向上及び情報共有・

把握の迅速化を図るため、（仮称）次期感染症サーベイランスシステム（以下「本システ

ム」といいます。）を構築し、その運用が全国で開始される予定であるため、枚方市にお

いてもこれを利用するものです。 

本諮問は、実施機関の使用する電子計算機と実施機関以外の者が使用する電子計算機

を電気通信回線により接続することにより、本システムの登録者及び厚生労働省等が実

施機関の使用する電子計算機に記録された保有個人情報を随時に取得し得ることとなる

ことに対応するものです。 

 

２ 電子計算機の接続により実施機関以外の者が随時に取得し得る保有個人情報の項目 

  別紙１のとおり 

 

３ 電子計算機の接続により実施機関の使用する電子計算機に記録された保有個人情報 

  を随時取得しうる者 

写 



厚生労働省、国立感染症研究所、都道府県、地方感染症情報センター、地方衛生研究 

所、保健所、医療機関、検査センター、宿泊療養施設、健康フォローアップ機関、感

染者、接触者、健康観察対象者 

 

４ 個人情報の保護体制 

  情報システムに係る個人情報保護基準のとおり 



利用機関別の閲覧入力可能項目一覧

　　　　　　　　　　　　　　

A B C D

　患者ID 患者情報を管理するための通し番号 △ △ 〇 〇 〇 ー ー ー 〇 〇

　管理状況

保健所による患者の症状等のデータ入

力管理状況（管理中・管理終了）、管

理終了日

△ △ 〇 ー － ー ー ー 〇 〇

年齢、年代、未就学児、性別、居住地

(市)、同居家族の有無等
△ △ 〇 〇※３ － ー ー ー 〇 〇

同居家族に関する特記事項、職業 △ △ 〇 ー ー ー ー ー 〇 〇 〇

　病歴等 基礎疾患の有無、疾患名、喫煙歴等 △ △ 〇 〇※３ ー ー ー ー 〇 〇 〇

　症状等 発症日、診断日、現在の症状、死因等 △ △ 〇 〇※３ ー ー ー ー 〇 〇 〇

　クラスター 感染経路、濃厚接触者 △ △ 〇 ー ー ー ー ー 〇 〇 〇

　入院療養状況、

　検査・処置履歴

入院日、退院日、退院理由、入院機関

名、療養開始日、療養終了日、療養解

除理由、療養先施設名、検査履歴、医

療処置履歴等

△ △ 〇

〇※３

（検査履歴、医療

処置履歴のみ）

ー ー ー ー 〇 〇 〇

　健康観察 症状、基礎疾患の有無、喫煙歴等 △ 〇 〇 〇 〇 〇 ー 感染者のみ〇 〇 〇

　病原体検出 〇 〇 〇 ー ー ー ー ー 〇

　異常事象検知 現在の症状 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

＜利用目的＞

　　A:府内の発生状況の迅速な把握、適切な患者対応 ※１ 入力は管轄保健所のみが行う

　　B:感染源や感染経路の探索、クラスター発生の早期発見 ※２ 自機関の患者に関連する情報のみ入力・閲覧

　　C:広域的な入院調整 ※３ 入院医療機関及び検査センターは利用不可

　　D:情報管理の一元化・効率化 ※４ 自施設利用者に関連する情報のみ入力・閲覧

※５ 自身の情報のみ入力・閲覧
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　患者属性

利用目的

項目名 内容（個人情報に関するもののみ）

大阪府･地方感染症情

報センター･地方衛生

研究所

保健所

※１

その他(宿泊療養施

設･健康フォローアッ

プ機関）※４

医療機関・

検査センター

※２

国(厚生労働省･国立

感染症研究所）

感染者

※５

接触者

※５

健康観察

対象者

※５

〇：閲覧+入力可能　△：閲覧のみ可能　ー：利用不可



H18～ R2.5～ 感染状況の収束後に次期システムの
開発状況も勘案して移行時期を判断

R4.10.31～

感染症サーベイランスシステムについて

○ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第12条～第14条に基づき、診断医師や獣医師から届出のあった感

染症に関する情報は、保健所が感染症サーベイランスシステムに入力することで都道府県・国に報告を行っている。

○ 次期システムにおいては、HER-SYSと同様に、医療機関等がオンライン入力によって発生届を保健所へ報告することが可能となる。

(※切り替えることに伴う業務負担を勘案し、現時点では自治体ごとに順次開始されることを想定）

○ インターネットに接続できる機器であれば、パソコンのほか、スマートフォン、タブレットからも情報の入力・閲覧が可能となるが、システムか

ら発行された利用者ID・パスワードに加えて、電話番号、SMS又はメールアドレスを用いた二要素認証が必要。

○ なお、新型コロナウイルス感染症に関しては、感染状況が収束するまではHER-SYSによる対応を継続する。

NESID 次期システム

1

HER-SYSHER-SYS

対象疾病 感染症法上の届出対象疾病

入力主体 保健所のみ

発生届
医療機関がFAX送付した内容
に基づき保健所が入力

健康観察等 －

対象疾病
感染症法上の届出対象疾病
＋新興・再興感染症に対応(※)

入力主体
保健所・医療機関・動物診療施
設・健康観察対象者自身

発生届 医療機関がオンライン入力

健康観察等 対象者自身がスマホ等で報告

対象疾病 新型コロナウイルス感染症(※)

入力主体
保健所・医療機関・
健康観察対象者自身

発生届 医療機関がオンライン入力

健康観察等 対象者自身がスマホ等で報告

(※)新型コロナ業務の取扱い

感染状況が収束するまでHER-SYS
での対応を前提とし、システム切替に
伴う現場への負担を考慮した上で、
業務移行の時期を判断
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次期感染症サーベランスシステム 取扱注意

医療機関･検査センター

諮問第646号

受診･相談

受診医療機関：感染症発生の
報告(患者情報、診察情報等
を入力)
入院医療機関：健康観察情報
を入力

コロナ･新興再興
感染症対応

入院が必要か判断

感染者等
大阪府・

地方感染症情報センター・
地方衛生研究所

厚
生
労
働
省
・

国
立
感
染
症
研
究
所

閲覧

報告内容を閲覧
療養先の調整・
自施設の療養者
の情報のみ閲覧

入院調整・
自機関の患者の情報のみ閲覧

次期感染症サーベイ
ランスシステム

（構築・システム保守
は厚生労働省

閲覧

療養している感
染者等の健康観
察情報を報告

健康状態を報告

大阪府はフォロー
アップ機関として健
康観察情報等を入力

宿泊施設

参考資料２


